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現
在
、特
別
支
援
教
育
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
が
、

全
児
童
生
徒
数
の
６
％
ほ
ど
お
り
、
年
々
そ
の
割
合
は

増
え
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
保

障
す
る
に
は
、
特
別
支
援
教
育
の
充
実
が
喫
緊
の
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
曽
於
市
の
特
別
支
援
教
育
の
取
組
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
「
特
別
支
援
教
育
」
は
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
自

立
や
社
会
参
加
を
目
的
に
、
子
ど
も
一
人
一
人
の
教
育

的
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
適
切
な
指
導
や
必
要
な
支
援
を
行

う
も
の
で
す
。

　

平
成
18
年
６
月
の
学
校
教
育
法
の
改
正
で
、
特
別
支

援
教
育
学
校
（
養
護
学
校
）
や
小
・
中
学
校
の
特
別
支

援
学
級
だ
け
で
の
教
育
か
ら
、
通
常
の
学
級
に
在
籍
す

る
発
達
障
害
な
ど
の
特
別
な
教
育
的
支
援
を
必
要
と
す

る
子
ど
も
に
対
し
て
も
、
個
に
応
じ
た
適
切
な
教
育
を

推
進
す
る
こ
と
が
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

曽
於
市
の
す
べ
て
の
小
・
中
学
校
で
も
特
別
支
援
教

育
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

曽
於
市
で
は
、
特
別
支
援
教
育
の
充
実
の
た
め
に
次

の
よ
う
な
施
策
や
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
特
別
支
援
学
級
・
通
級
指
導
教
室
の
設
置

　

 　

知
的
障
害
や
自
閉
症
・
情
緒
障
害
な
ど
の
障
害
に

よ
り
、
通
常
の
学
級
で
は
十
分
な
学
習
効
果
が
得
に

く
い
子
ど
も
を
対
象
に
、特
別
支
援
学
級
を
開
設
し
、

一
人
一
人
の
状
態
等
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
指
導
を

行
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
特
別
支
援
学
級
で
は
、
す

「
特
別
支
援
教
育
」
と
は
？

保
育
園
と
小
学
校
、
小
学
校
と
中
学
校
の
連
携
を
推

進
し
て
い
ま
す
。
教
職
員
の
交
流
を
通
し
て
子
ど
も

の
実
態
を
適
切
に
把
握
し
、
入
学
し
た
小
学
1
年
生

と
中
学
1
年
生
が
、
ス
ム
ー
ズ
に
学
校
生
活
に
適
応

で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
実
態
に
合
わ
せ
た
適
切
な
指
導
や
支
援
を

行
っ
た
り
、
学
校
や
家
庭
で
の
か
か
わ
り
方
を
工
夫
し

た
り
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
は
「
で
き
る
」「
わ
か
る
」

喜
び
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

子
ど
も
一
人
一
人
の
可
能
性
を
よ
り
よ
く
伸
ば
す
た

め
に
、
子
ど
も
の
得
意
な
こ
と
や
苦
手
な
こ
と
に
気
付

き
、
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

お
子
さ
ん
の
気
に
な
る
行
動
や
学
習
上
の
困
難
等
が

見
ら
れ
た
ら
、
各
学
校
や
曽
於
市
教
育
委
員
会
へ
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

べ
て
の
授
業
を
学
級
内
で
行
う
の
で
は
な
く
、
内
容

に
よ
っ
て
は
、 

通
常
の
学
級
で
も
授
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

 　

ま
た
、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
（
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
）
や

学
習
障
害
等
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
は
、
通

級
指
導
教
室
を
開
設
し
、
通
常
の
学
級
で
、
状
態
に

応
じ
た
特
別
な
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

 　

現
在
、
曽
於
市
内
の
小
・
中
学
校
で
は
、
10
校
が

特
別
支
援
学
級
を
、
１
校
が
通
級
指
導
教
室
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

②
特
別
支
援
教
育
支
援
員
の
配
置

　

 　

通
常
学
級
に
在
籍
し
、
特
別
な
支
援
が
必
要
な
児

童
生
徒
の
生
活
介
助
や
教
育
支
援
を
行
う
た
め
に
特

別
支
援
教
育
支
援
員
を
配
置
し
て
い
ま
す
。
今
年
度

は
10
校
に
16
名
の
特
別
支
援
教
育
支
援
員
を
配
置
し

て
い
ま
す
。

③
市
教
育
相
談

　
 　

教
育
委
員
会
で
は
、
牧
之
原
養
護
学
校
と
連
携
し

て
、
年
２
回
７
月
と
10
月
に
教
育
相
談
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
教
育
相
談
で
は
、
特
別
支
援
学
校
の
担
当

教
諭
が
、
専
門
的
な
視
点
か
ら
、
就
学
や
適
切
な
支

援
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
助
言
を
行
い
ま
す
。

④
市
教
育
支
援
指
導
委
員
会

　

 　

障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
就
学
判
定
を
行
う
た

め
に
、
年
２
回
実
施
し
て
い
ま
す
。
保
護
者
、
学
校
、

医
師
等
の
専
門
家
の
意
見
を
踏
ま
え
、障
害
の
状
態
、

教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
教
育
体
制
の
整
備
状

況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
地
域
の
小
・
中
学
校

へ
の
就
学
（
通
常
の
学
級
・
特
別
支
援
学
級
）
が
適

切
な
の
か
、
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
が
適
切
な
の

か
を
判
定
し
て
い
ま
す
。

⑤
校
種
間
連
携
の
充
実

　

 　

特
別
支
援
教
育
で
は
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち

の
生
涯
的
な
発
達
を
保
障
す
る
た
め
に
、
幼
稚
園
・

曽
於
市
に
お
け
る
取
組
は
？

　

曽
於
市
は
、
小
規
模
・
複
式
校
の
学
習
支
援
の
た

め
に
学
力
向
上
支
援
員
を
、
現
在
、
小
学
校
14
校
（
兼

務
含
む
）
に
８
名
配
置
し
て
い
ま
す
。

　

学
力
向
上
支
援
員
は
、
複
式
授
業
等
で
、
担
任
と

連
携
し
て
、
児
童
の
学
習

指
導
に
当
た
っ
て
い
ま

す
。
支
援
員
の
配
置
に
よ

り
、
個
に
応
じ
た
指
導
の

充
実
を
図
る
こ
と
が
で

き
、
曽
於
市
の
小
規
模
校

の
学
力
向
上
に
大
き
な
成

果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
に
「
で
き
る
」「
わ
か
る
」
喜
び
を
！

学
力
向
上
支
援
員
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